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５　
学
校
教
育
課

指
摘
事
項

　

平
成
26
年
度
小
学
校
・
中
学
校
管
理
運

営
事
業
の
土
地
賃
借
料
の
契
約
書
原
本
が

所
在
不
明
で
、
そ
の
契
約
書
の
写
し
を
保

管改
善
措
置
等
の
状
況

　

土
地
賃
借
契
約
書
の
原
本
が
所
在
不
明

の
５
件
の
う
ち
、
３
件
は
再
契
約
済
み

　

残
り
の
２
件
は
地
権
者
と
協
議
中

６　
消
防
本
部

指
摘
事
項

　

平
成
26
年
度
消
防
団
員
退
職
報
償
金

負
担
金
を
団
員
の
条
例
の
定
数
（
２
，

０
１
４
人
）
に
よ
り
支
出

　

団
員
の
実
数
（
１
，
８
６
６
人
）
と
の

人
数
差
分
の
不
要
な
負
担
金
（
平
成
26
年

度
は
２
，
８
４
１
千
円
）
の
支
出

改
善
措
置
等
の
状
況

　

一
旦
、
条
例
定
数
を
現
実
に
即
し
た

実
数
に
あ
わ
せ
て
改
正
（
条
例
定
数
２
，

０
１
４
人
→
改
正
後
１
，
９
０
０
人
）

　

平
成
27
年
９
月
定
例
会
議
案
上
程
、
10

月
１
日
施
行
（
平
成
28
年
度
以
降
の
負
担

金
か
ら
改
善
）

７　
総
務
課

指
摘
事
項

⑴	　

補
助
金
等
交
付
要
綱
に
補
助
率
の
明

記
が
な
い

⑵	　

事
務
嘱
託
員
の
業
務
に
つ
い
て
、
佐

渡
市
の
非
常
勤
特
別
職
で
あ
る
嘱
託
員

が
独
立
し
た
他
団
体
の
会
費
を
徴
収

改
善
措
置
等
の
状
況

⑴	　

当
該
課
と
協
議
し
て
、
不
適
切
な
要

綱
に
つ
い
て
は
改
正
を
行
っ
た

　

	　

一
部
の
要
綱
は
、
引
き
続
き
協
議
し

て
整
備
を
行
う

⑵	　

会
費
徴
収
は
、
嘱
託
員
と
し
て
の
業

務
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
合
併
以
前

か
ら
の
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
共
助
体

制
の
経
過
や
そ
の
公
共
性
も
考
慮
し
、

区
長
等
の
承
諾
を
得
て
進
め
て
き
た

８　
財
務
課

指
摘
事
項

⑴	　

補
助
金
等
交
付
申
請
手
続
き
で
、
補

助
事
業
に
お
け
る
年
度
内
完
了
の
認
定

の
要
件
に
つ
い
て
他
課
職
員
に
周
知
徹

底
し
て
い
な
い

⑵	　

契
約
事
務
に
つ
い
て
、
２
５
０
万
円

以
上
の
工
事
に
関
す
る
随
意
契
約
に
つ

い
て
は
、
公
表
義
務
が
あ
る
が
実
施
さ

れ
て
い
な
い

改
善
措
置
等
の
状
況　

⑴	　

補
助
対
象
経
費
の
支
払
の
確
認
を
し

て
か
ら
額
の
確
定
を
通
知
す
る
よ
う
、

事
務
担
当
者
を
集
め
た
研
修
会
で
周
知

⑵	　

よ
り
実
効
性
の
あ
る
手
法
と
し
て
、

平
成
27
年
度
は
随
意
契
約
す
る
工
事
の

全
件
を
契
約
管
理
主
幹
が
契
約
前
に

チ
ェ
ッ
ク
す
る

　

	　

チ
ェ
ッ
ク
時
に
２
５
０
万
円
を
超
え

る
工
事
に
つ
い
て
、
契
約
結
果
の
公
表

（
財
務
課
前
掲
示
板
）
を
確
実
に
実
施

す
る
よ
う
指
導
す
る

９　
上
下
水
道
課

指
摘
事
項

⑴	　

平
成
26
年
度
国
府
川
浄
化
セ
ン
タ
ー

等
管
理
業
務
委
託
で
市
が
直
営
で
施
工

す
べ
き
当
初
の
業
務
内
容
に
含
ま
れ
な

い
故
障
に
つ
い
て
、
委
託
業
者
の
判
断

に
よ
る
施
工
と
し
、
工
事
費
を
管
理
業

務
委
託
費
に
増
額
変
更
し
て
上
乗
せ
し

た
事
例
が
２
件
あ
っ
た

改
善
措
置
等
の
状
況

⑴	　

平
成
27
年
度
よ
り
、
経
費
削
減
の
た

め
管
理
業
務
委
託
を
新
潟
県
下
水
道
公

社
か
ら
民
間
業
者
へ
変
更
し
、
修
繕
工

事
は
市
直
営
と
し
て
い
る

　旧相川町の恩賜金は、明治29年、当時皇室財産として宮内庁
御料局の管理下にあった佐渡金山を三菱合資会社に払い下げ
るにあたり、皇室から下賜されたものです。この恩賜金は、その
一部を恵まれない人々の減税に充て、他は基本財産として積み
立て、以後旧中山トンネルの開削をはじめ、大事業推進の資金
として活用し、相川の基盤を築き上げる大きな役割を果たしま
した。
　これを記念して、第120回恩賜金記念式典を開催します。なお、
当日は佐渡を世界遺産にする新潟の会、会長の池田哲夫さんの
講演会も開催します。

日時　７月 23 日㈯　午前 11 時～正午
会場　	あいかわ開発総合センター大集会室	

（相川栄町 1）
日程　式　典　午前 11 時～ 11 時 25 分
　　　	講演会　午前11時30分～正午終了予定	

※一般参加の方は講演会の時間にご入場ください。
講師　	佐渡を世界遺産にする新潟の会会長	

池　田　哲　夫　　さん
演題　「佐渡金銀山の周辺　～人と文化の交流～」
　　　	金銀山が佐渡に与えた、さまざまな文化

についてお話いただきます。

第120回恩賜金記念式典を開催します

市報さど　平成28年7月号

お問い合わせ　市役所相川支所　地域支援係☎７４－３１１１


